
第五八回

参第一三号

　保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律（案）

　保健婦助産婦看護婦法（昭和二十三年法律第二百三号）の一部を次のように改正する。

　第六十条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

２　前項の規定により準用する第七条又は第八条の規定による免許を受けた者は、看護士

又は准看護士と称する。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行する。

　（登録免許税法の一部改正）

２　登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。

別表第一の第二十三号の(六)のイの(３)中「男子である看護人」を「看護士」に改め

る。



　　　　　理　由

　免許を受けた男子である看護人の名称を看護士及び准看護土とする必要がある。これが、

この法律案を提出する理由である。


